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Ⅰ．製品安全を巡る環境変化と望ましい方向性
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図Ⅰ－１ 燃焼器具による事故の被害の年齢と
被害状況（平成１５年～１７年度）
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図Ⅰ－２ 年齢３区分(０～１４歳、１５～６４歳、
６５歳以上)別人口の割合

出所：国立社会保障・人口問題研究所
「日本の世帯数の将来推計（全国推計）２００３年10月推計」（２００３年）
同「日本の将来人口の推計 ２００２（平成１４）年１月推計」（２００２年）

出所（独）製品評価技術基盤機構「生活安全ジャーナル平成18年11月第3号」（２００６年）

図Ⅰ－４ 日本の単独世帯数の推移
（１９８０～２０２５年、推計）
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図Ⅰ－３ 世帯主６５歳以上の世帯の家族類型別
世帯数の割合推移
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図Ⅰ－５ 普通世帯と単身世帯との間の
安全点検への認知率の違い

出所： （財）家電製品協会「家電製品の使用実態調査と消費者の
意識調査報告書」（2005年）
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出所：図Ⅰ－３、４ともに国立社会保障・人口問題研究所
「日本の世帯数の将来推計（全国推計）２００３年10月推計」（２００３年）
同「日本の将来人口の推計 ２００２（平成１４）年１月推計」（２００２年）
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熱交換器フィン部に多量のすすが付着し、逆バイアス熱電対
部の逆起穴もすす詰まりをしていたため不完全燃焼防止装
置が作動せず、一酸化炭素が発生し続け消費者一名が死亡
した。

事故内容と

機器の状況

ガス小型瞬間湯沸器製品

不燃防止装置が作動したのにもかかわらず、点火を繰り返し、
不燃防不作動となる。換気扇とガス漏れ（ＣＯ）警報機の電源
が抜いてあり、換気扇を使用せずに使用。

原因

約２０年使用年数

（ａ） ガス小型瞬間湯沸器に係る重大製品事故の例

写真１ 逆バイアス熱電対部の逆起穴の
すす詰まり

写真２ 逆バイアス熱電対部の逆起穴の
裏側に多量のすす付着

表Ⅰ－１消費者による保守・点検が難しい製品の長期使用に伴って生じた重大製品事故の例

二次エアホースの送風機側湾曲部の外側にＶ字型の孔が生
じていた結果、燃焼用空気の供給が減少し、一酸化炭素が
漏れ出して、消費者一名が死亡、一名が重体となった。

事故内容と

機器の状況

FF式石油温風暖房機製品

二次エアホースにオゾン、熱等による劣化から生じた亀裂が
成長して発生した孔によって、二次エアの供給不足、不完全
燃焼、更に一酸化炭素の高濃度化がもたらされた。加えて、
給排気筒の防虫網と不完全燃焼により発生したすすの影響
で熱交換器が一部閉塞し、異状を助長した。

原因

約１６年使用年数

（ｂ） ＦＦ式石油温風暖房機に係る重大製品事故の例

図 FF式石油温風暖房機の断面図

２

浴室の天井裏に設置されていた浴室換気乾
燥機のターミナルボックス部から発火し、火災
が生じた。

事故内容と

機器の状況

浴室換気乾燥機製品

長期使用により、浴室に面するターミナルボッ
クス部のふたが反って、取り付けられた天井と
の間に隙間が出来、そこから浴室の高湿度の
空気が進入して、機器と電源電線の接続部を
腐食させた。腐食した接続部は接触抵抗が増
加し、異常過熱のうえ発煙・発火に至った。

原因

約２０年使用年数

（ｃ） 浴室換気乾燥機に係る重大製品事故の例

図１ 浴室換気乾燥機のターミナルボックス部

図２ 浴室換気乾燥機の設置形態



（注）○年間商品販売額は調査前年４月から調査年３月までの販売額合計値
○事業所数は調査日当日の数値

※中古品小売業・・・中古自動車小売業、中古自転車小売業、古本屋等に該当しない者であって、骨董品を除き、主として中古の衣服、
家具、楽器、運動用品、靴など産業分類上、他に分類されない中古品を小売する事業所をいう。なお、当該事業所が
新品と中古品の両方を販売する場合、新品よりも中古品の販売額が大きければ、中古品小売業に分類される。
■該当する例 ：中古家庭用電気機械器具小売業、中古電気事務機械器具小売業等

図Ⅰ－６ 中古品小売業における市場規模の推移
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安全点検
は必要だ
と思う
78.4%

よくわから
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6.9%
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特に感じな
い
4%

寿命が
くれば新し
いものに
買い換え
ればいい
と思う
11%

問．ガス・石油機器は寿命に近づけば、多くの場合
メーカー等による安全点検が必要。通常、点検・
修理により、さらに延長して使用できるが、この
安全点検にについてどのように思うか。

出所：（社）日本ガス石油機器工業会ライフ研究ＷＧ「『ガス・石油機器の機器点検制度』に関する報告書」（2003年）

図Ⅰ－７ ガス・石油機器の安全点検の
必要性について

いいと思う
26.4%

よくわから
ない
4.7%必要性は

感じない
1.8%

いいと思う
が、点検料
金次第だと
思う
67.1%

問．ガス・石油機器メーカーでは有償で安全点検を行い、
機器の残存寿命（点検時点からの使用可能期間）や
故障した場合における交換部品の保有年数情報を消
費者に知らせることを検討しているが、このような取組
についてどう思うか？

図Ⅰ－８ 残存寿命・部品の保有年数情報の
お知らせについて

※「安全点検」・・・本調査における「安全点検」とは、長期間にわたり使用したガス・石油機器について、引き続き
安全に使用できるかを確認するために有償で実施するものと定義されている。

３



表Ⅰ－２ 消費者の保守・管理をサポートする注目すべき取組の例

ある地域では、地域に所在する修理・点検整備、販売・設置を業とする事業所が
組合を結成し、石油暖房機器の使用期間前にＤＭやチラシ広告を用い、使用者に
対して石油暖房機器の定期点検整備を呼びかけ、独自の点検整備基準や作業基準に
従い、損害賠償保険付きの点検整備（有料）を行い、地域における石油暖房機器の
安全使用を支えている。

石油燃焼機器
整備業者

あるガス機器メーカでは、通常の保証期間に加えて延長保証サービス（有料）を
行い、保証期間中は経年変化により生じるアフターサービス料金が無料になるなど
の特典を設けている。これとは別に、専任技術者が年１回「点検診断シート」に
基づく各部の安全性、機能の点検整備（有料）を行い、期間中は機器の不具合が
発生した場合に無料にて修理を行う機器点検整備制度を設けている。

ガス消費機器
製造事業者

いくつかの都道府県のエルピーガス協会では、県下の全ＬＰガス販売事業者が独居
老人宅、高齢者宅や体の不自由な顧客宅を訪問するなど、ＬＰガス器具等の安全
点検による事故の未然防止はもとより、健康面や生活に関する様々な障害を取り
除くことを手助けし、地域に根ざしたＬＰガス業界を目指した事業を行っている。

ＬＰガス
販売事業者

自社ブランドのガス機器を販売しているある都市ガス事業者は、独自のガス温水シ
ステムに１５年間の点検制度（有料）を設け、構成機器の製造事業者における修理
部品の保有期間を１５年に延長（通常１０年）した上で、契約者には当初１０年間
は無料、その後は部品代だけ有料として年１回の保守点検を行っている。

都市ガス
事業者

取組の概要事業者

４

ある大手家電量販店では、一定の購入金額以上の指定商品全てを対象として「長期
修理無料保証制度」を設け、最大５年間の保証期間は、消耗・摩耗部品等の交換や
定期的な点検・保守等を除き、期間中に行った修理の合計額が購入金額に達するま
でを限度として無料修理を行っている。

また、別の大手家電量販店では、メーカの通常保証に加え、独自の長期保証制度
（有料）を設け、これに加入していれば、無料点検に加え、正常な状態で生じた故
障の修理について保証期間中に依頼があった場合に、消耗品的部品の交換、不適切
な設置、使用上の誤りが原因の場合等を除き、無料修理を行っている。

量販店

家電メーカでは、消費者が自ら行う「家電製品愛情点検活動」を推奨し、メーカ
各社のカタログ・取扱説明書に点検内容を記載して消費者の点検をサポートして
いる。また、製品別に具体的点検ができるよう「製品別チェックリスト」を作成し、
販売店等を通じて消費者啓発を行っている。なお、専門の知識を要する点検につい
ては、消費者の点検要請を受けて専門技術者を派遣し（有料）、これを行っている。

電気用品
製造事業者

「街の電器屋さん」として地域密着を強めている電器店では、独り暮らしの高齢者
宅等にこまめに訪問し、切れた電球の取り換え等の地道なサービスを行うとともに、
家電製品の複雑化を受け、修理や取付工事から電球の交換まで、きめ細かいアフ
ターサービスを武器として、低価格よりも充実したアフターケアを付加価値とした
営業を行っている。

電器店

（家電製品等を
販売する小売店）

取組の概要事業者
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Ⅱ．事業者による消費者の保守・管理サポート制度の創設
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図Ⅱ－１ システムの故障率の推移（バスタブ曲線の概念図）

出所：室津・米澤・郡、「システム信頼性工学」ｐ．２２（１９９６年）に一部加筆

※１…初期故障期 （ＤＦＲ：Ｄｅｃｒｅａｓｉｎｇ Ｆａｉｌｕｒｅ Ｒａｔｅ）：
システムの使用開始時において現れる故障率の型となるような時期。

※２…偶発故障期 （ＣＦＲ：Ｃｏｎｓｔａｎｔ Ｆａｉｌｕｒｅ Ｒａｔｅ）：
故障率が低く一定値となる時期。

※３…摩耗故障期 （ＩＦＲ：Ｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ Ｆａｉｌｕｒｅ Ｒａｔｅ）：
構成部品が固有の寿命に達し、故障率が急激に増加する時期。

○一般的な概念として、製品の故障率における時間的変化の典型的なパターンを示すと下図のような
バスタブ型になることが知られている。これをバスタブ曲線と呼んでいる。



表Ⅱ－１ 経年劣化による重大事故発生率の現段階での試算結果＊１

電気用品

経年劣化に
よる重大事故
発生率
（ＰＰＭ）

ガス・石油機器

経年劣化に
よる重大事故
発生率
（ＰＰＭ）

食器洗い乾燥機（設置型・組込型） 2.12 石油ふろがま*３ 9.41
浴室換気乾燥暖房機 1.24 石油給湯器*４ 7.37
換気扇 1未満 ガスバーナー付ふろがま（屋内型）*３ 4.20

観賞魚用ヒーター*２ 1未満 ガス瞬間湯沸器（屋内型）*５ 2.04

観賞魚用ポンプモーター*２ 1未満 ＦＦ式石油温風暖房機 1.28
蛍光灯 1未満 ＦＦ式ガス温風暖房機 1未満

食器洗い乾燥機（卓上型） 1未満 ガス衣類乾燥機 １未満

扇風機 1未満 ガスこんろ 1未満

電気アイロン 1未満 ガス瞬間湯沸器（屋外型）*５ 1未満

電気衣類乾燥機 1未満 ガスストーブ 1未満

電気カーペット 1未満 ガスバーナー付ふろがま（屋外型）*３ 1未満

電気こたつ 1未満 ガスファンヒーター 1未満

電気こんろ 1未満 カセットこんろ 1未満

電気ストーブ 1未満 石油ストーブ 1未満

電気洗濯機 1未満 石油ファンヒーター 1未満

電気トースター 1未満 　　　　　（表中、事故発生率が１未満の品目は５０音順で並べている）

電気ふとん・電気毛布 1未満

電気冷蔵庫 1未満

電気冷房機 1未満

電子レンジ 1未満

白熱灯スタンド 1未満

ふとん乾燥機 1未満

ブラウン管テレビ 1未満

ヘアードライヤー 1未満

　 ＊１： 本試算において示した事故発生率は,現時点での
　　　　　 事故データ等に基づく試算結果であり、今後の
　　　　　 検討によって変動する可能性がある。
　 ＊２： 出荷台数については概算データしか得られなかった
　　　　　 ため、ここでの発生率も概算値となる。
　 ＊３： 給湯機能付のものを含む。
　 ＊４： 貯湯型のものを含む。
 　＊５： 瞬間型でない貯湯型の湯沸器を含む。

〔対象〕 電気用品： 消防庁火災データより火災発生件数の多い消費生活用の電気製品の上位２０品目
（コード、プラグ類を除く。）

ガス・石油機器： （社）日本ガス石油機器工業会が保有する重大事故情報における主要な全品目
〔算出式〕
経年劣化による重大事故発生率（ＰＰＭ）

＝ （ａ） 重大製品事故の発生率（ＰＰＭ） × （ｂ） 経年劣化重大製品事故件数割合（％）

（ａ）については、２０００年度から２００６年度の「①重大製品事故件数」の年度平均を２００６年度における「②残存台数」で割った数値。
①重大製品事故件数は、捕捉可能なデータにより最大値を求めることを基本とし、消防庁火災データ、（社）日本ガス石油機器工業会が
保有する重大事故情報、経済産業省原子力安全・保安院が保有する事故情報及び（独）製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）が保有する全
事故情報より重大製品事故の件数を重複を除きつつ各品目について合計したもの。②残存台数は、（財）家電製品協会や（社）日本ガス
石油機器工業会等が保有する各品目の出荷台数及びアンケート調査に基づく各品目の残存率等のデータを用いて経済産業省が推計
したもの。
（ｂ）については、ＮＩＴＥの全事故情報より、事故発生時点における製品の使用期間が１０年以上経過した、消費者の長期使用による
経年劣化によって起きた重大製品事故を抽出し、各品目の全重大製品事故件数に占める経年劣化による重大製品事故件数の割合を
算出したもの。

＜試算方法＞

６

表Ⅱ－２ 経年劣化による重大製品事故の割合についての
可搬型と設置・組込型との比較例

約 6.9 %可搬型
石油機器Ｂ

約44.4 %設置型・組込型

約12.5 %可搬型
ガス機器Ａ

約50.0 %設置型・組込型

電気製品Ｃ

品目名

約15.0 %可搬型

約41.7 %設置型・組込型

経年劣化による重大製品
事故の件数の割合※

タイプ

※・・・上記の試算方法における（ｂ）と同様に算出



図Ⅱ－２ 本制度における表示のイメージ

・この製品の安全上重要な部分に係る以下
の部品の保有期間は○年です。

① ・・・

② ・・・

③ ・・・

図Ⅱ－３ 本制度における添付文書の
記載事項のイメージ

（例）
【製造者名・連絡先】
（株）ＡＢＣ 0120-000000

【製造年月】
２００△年◇月

【設計耐用年数】
２０XX年

【点検期間】
２０YY年６月～２０＊＊年６月

【重要部品保有期間等】
この製品の安全上重要な部品の
保有期間は○○年です

（例）

・・・・

図Ⅱ－４ 本制度における情報伝達サークルのイメージ

はカードの行き道
はカードの帰り道

製造事業者
輸入事業者

点検通知や
危害情報

関連事業者

販売事業者

製品に同梱するか、
納入伝票に添付

流通業者

エンドユーザー

７

インフォメーション・
レジストレーション
カード（仮称）



図Ⅱ－５ 本制度におけるインフォメーション・レジストレーションカードのイメージ

貼って
返送

インフォメー
ション部分
（説明部分）

レジストレー
ション部分

製造者名 ・ 連絡先 ・ 製品名

製造年月
設計耐用年数
点検期間
重要部品保有期間等
指定製品制度
点検等保守管理の必要性
レジストレーションシステムについての
説明文
レジストレーションの必要性 など

製造事業者・輸入事業者名、返送先
記入欄

販売・仲介事業者名記入欄

所在情報（設置場所）
エンドユーザー氏名記入欄

保護
シール

保護
シール

８



メーカー
販売会社 都市ガス会社、

LPG卸会社、
商社、
地域販売会社、
専門販売会社、
その他代理店

販売店、
都市ガスショップ、
LPG小売店、
住宅会社・工務店、
量販店、
ホームセンター、
スーパー、
農協、
その他小売店

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

（参考）Ⅱ－１ 対象とすべき製品の流通経路の実態

①ガス瞬間湯沸器

メ
ー
カ
ー

② ビルトイン型食器洗い乾燥機

建材商社

管材商社

燃料商社

電材商社

ハウスメーカー

建売分譲業者

マンション業者

デベロッパー

ゼネコン

建材店
管工事店
燃料店

電材工事店

設置事業者

パワー
ビルダー

工務店

消

費

者

小売店

生 協
農 協

大型ホーム
センター

リフォーム店

大型家電
ショップ

キ
ッ
チ
ン
・バ
ス
メ
ー
カ
ー

家
電
商
社

：販売事業者

出所：関係業界ヒアリングより

仲介業者

機
器
メ
ー
カ

Ｏ
Ｅ
Ｍ
等

建材問屋
管材問屋
電材問屋
住機問屋
燃料問屋

９



図Ⅱ－６ 本制度における点検期間等の考え方

例えば数年の
期間

【標
準
的
製
品
の
場
合
】

故
障
率
λ
（ｔ
）

点検目安
時期

【長
寿
命
製
品
の
場
合
】 点検

期間

使用
開始

点検目安時期
（例えば２０年）

故
障
率
λ
（ｔ
）

（ｔ）

点検
期間

（ｔ）

① ②

（１０年＋α）

設計耐用年数
（１０年程度）

使用
開始

水制御・接続部 ・・・ ・・・
電子制御・接続部 ・・・ ・・・

立ち消え安全装置 ・・・
空焚き安全装置 ・・・
炎あふれ防止装置 ・・・
熱交換器損傷防止装置 ・・・
機体過熱防止装置 ・・・
凍結防止装置 ・・・
漏電ブレーカー　　ｅｔｃ． ・・・

その他　　　　ｅｔｃ． ・・・ ・・・

安全装置

表Ⅱ－３ 本制度における点検の技術基準のイメージ（ガス湯沸器の例）

点検

整備

使用継続

買い換え

その他の対応

【点検後の対応】

製造事業者等は点検基準に基づいて
点検の結果を分かりやすく消費者に
通知し、消費者が安全確保のための
措置を選択

・
・・

・
・・・
・

図Ⅱ－７ 本制度において点検後の消費者の対応として考えうる選択肢

１０

使用禁止

※消費者の選択



0% 20% 40% 60% 80% 100%

２～３万円

３～５万円

５～１０万円

１０～２０万円

２０万円以上

表示された時期に保守点検を受ける
表示された時期に保守点検を受けてもよいが、費用次第
表示された時期は気になるが特に保守点検は受けない

保守点検を受ける気はない
分からない

図Ⅱ－８ 製品の価格帯別にみた消費者の点検受検意向
出所：経済産業省調査結果より（平成１９年６月）

（購
入
し
た
製
品
の
価
格
）

条件１： 本体に大きく「○○年後に保守点検を受けて下さい」又は「本製品の保守点検時期は平成□□年
です」と表示がある

条件２： 製品を購入する時に販売店から「この製品は安全上、一定期間使用した時点において有償で保守
点検を受けることとなっています」との説明を受け、予め住所をメーカーに登録する

条件３： 本体に表示された保守点検時期にメーカーから「保守点検を受けて下さい」と通知がある

本質問は、燃焼系ガス・石油機器、住宅設備型電気製品について以下の３条件を満たす製品を購入した場合、
購入した製品の価格帯別に、取るであろう行動について聞いたもの。

写真Ⅱ－１ 試買テスト風景例（イメージ）

１１



Ⅲ．中古品の安全・安心の確保について

受けたこ
とはない
54.6%

かなり受け
る
0.0%

まれに受
ける
40.9%

ときどき
受ける
4.5%

図Ⅲ－１ 中古電気用品を購入した消費者からの苦情の状況

図Ⅲ－２ 中古電気用品を購入した消費者からの苦情の内容
出所：（独）製品評価技術基盤機構「中古電気用品の事業者に関する実態調査」（平成１９年３月）

28.7

13.4

67.9

6.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

購入した製品の使い方がわからない

購入した製品が、購入当初から正常に機
能しない

購入した製品が、購入当初は正常に機能
していたものの、すぐに機能しなくなった

その他

（％）

出所：平成１７年度家電産業ハンドブック（（財）家電製品協会）、
平成１７年経済産業省調査結果を基に推計

図Ⅲ－４ 中古電気用品の年間商品販売額の
推移（推定値）

図Ⅲ－３ 中古品小売業における
従業者規模（平成１６年）

600
709

850
988

1,180
1,315

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

H11年度 H12年度 H13年度 H14年度 H15年度 H16年度

年
間
商
品
販
売
額

（
億
円

）

61%20%

13%

6%

２人以下 ３～４人 ５～９人 10人以上

１２



0%0 15,216 15,216 

不適合率
不適合数
（台）

適合数
（台）

対象試験数
（台）

表Ⅲ－２ 旧電気用品取締法適合製品の中古品の絶縁耐力検査報告の結果

※平成１８年４月から絶縁耐力検査機器貸出により事業者が実施した絶縁耐力試験の結果及び平成
１８年５月から事業者の要望により電気保安協会が実施した絶縁耐力試験の結果を基に調査 。

※電安法指定対象品目ではないもの、ジャンク品、ビンテージ品等については、対象外とした。

出所〔独〕製品評価技術基盤機構調べ

表Ⅲ－１ 主要家電の旧電気用品取締法適合製品の在庫状況について

※全国の中古品販売事業者のうち、大規模中古品販売事業者及び、中小零細中古品販売事業者
に対し、取り扱っている製品に関するアンケート調査を実施（回答１３社） 。

※調査対象製品は経過措置が５年、７年、１０年の電気用品それぞれを含む。
出所：経済産業省調べ

９２％８％－割合

６,４８６個５５９個７,０４５個数量

新法製品
（ＰＳＥマーク有）

旧法製品
（ＰＳＥマーク無）

中古電気用品

表Ⅲ－４ 中古品の販売数が多い電気用品（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、ビデオデッキ）

製造・輸入時の旧法下の絶縁耐力検査の実施状況調査

０４洗濯機

０５ビデオデッキ

０４冷蔵庫

０５テレビ

検査せず

（社）

全数検査

実施（社）

出所：経済産業省調べ

※中古品の販売数については、中古電気用品の事業者に関する実態調査（平成１９年
（独）製品評価技術基盤機構調査）に基づくもの。

※平成１９年４月に、中古品販売事業者に対し、取り扱っている製品のうち、ＰＳＥマークが付されている
製品・いない製品それぞれについての絶縁耐力検査の結果について調査を実施（調査台数７４１台） 。

※調査対象品目は、NITE事故情報収集制度及び電安法の通達による事故報告による事故発生件数や
中古市場の流通量等を考慮し、テレビ、洗濯機、冷蔵庫等を選定。

0%3990%342計

不適合率調査
台数

不適合率調査
台数

新法製品
（ＰＳＥマーク有）

旧法製品
（ＰＳＥマーク無）

品目

表Ⅲ－３ 旧電気用品取締法適合製品及び新電気用品安全法適合製品における
絶縁耐力検査の結果

出所：経済産業省調べ

１３


